
【職域】福岡保護観察所 北九州支部 北九州自立更生促進センター 

《行き場のない刑務所出所者に居場所・仕事・濃密な指導を提供し，再犯防止を推進》 

名称・所在地・代表者・沿革等 組織の概要等 

１ 名称 

法務省 福岡保護観察所 北九州支部 

北九州自立更生促進センター 

 

２ 所在地 

福岡県北九州市小倉北区西港町１０３－２ 

 

３ 代表者 

法務省 福岡保護観察所 北九州支部 

統括保護観察官 山下
やました

 剛
つよし

 

 

４ 沿革 

平成２１年６月２９日 開所 

 

 法務省は，犯罪をした者や非行のある

少年の再犯・再非行を防止し，社会の安

全を維持することを任務の一つとして

おり，その実務を担う出先機関として，

各都道府県に保護観察所を設置してい

る。保護観察所は保護観察，生活環境の

調整等の事務を所掌しており，更生保護

に関する専門職である保護観察官が，保

護観察対象者を社会の中で指導監督・補

導援護することにより，その再犯・再非

行を防止するとともに，自立と改善更生

を助け，その社会復帰の促進を図ってい

る。 

 北九州自立更生促進センターは，平成

２１年６月に，福岡保護観察所北九州支

部に宿泊施設（定員１４名）として付設

されたものであり，主に刑務所を仮釈放

された成人男性を入所させて指導・援助

を行いながら，入所者の特性に応じ，就

労支援や薬物依存等に対応した指導等

を実施し，その自立及び改善更生を助け

ることを目的として運営されている。 

 

受賞理由（概要） 

北九州自立更生促進センターは，成人男性を受け入れる日本初の自立更生促進センタ

ーとして平成２１年６月に開所されて以来，２４時間３６５日体制で，親族の引受けや

民間の更生保護施設等での受入れが困難な刑務所出所者を多く受け入れ，独自のプログ

ラムに加え，関係機関と連携しながら，薬物依存や問題飲酒等の指導を実施するなど，

行き場のない刑務所出所者の再犯防止に寄与している。また，運営に地域住民の意見を

取り入れるなど，運営の透明性を高め，地域の理解を得て刑務所出所者を受け入れる環

境を整えており，公務の信頼の確保と向上に寄与しているものと認められる。 

 



受賞理由 

１ 北九州自立更生促進センター設置の経緯 

  刑務所を出所しても適当な帰住先がなく，民間施設における受入れも困難な者につ

いては，社会復帰の基盤となる帰住先の確保が長年の懸案であった。北九州自立更生

促進センター（以下「北九州センター」という。）は，そのような出所者を入所させ

て指導・援助を行い，特性に応じた重点的，専門的な処遇を行う「自立更生促進セン

ター」として平成２１年６月に開所したものである。 

２ 北九州センターにおける処遇の特色 

  北九州センターでは，おおむね３か月を処遇期間として，２４時間３６５日体制で

保護観察官による濃密な処遇を実施している。具体的には，個別面接による日常的な

指導助言を基礎とし，過去の自分を振り返るなどして適切な対人関係について学ぶ北

九州センター独自の「社会復帰・再犯防止プログラム」等，入所者の特性に応じた各

種プログラムを実施しているほか，就労先の調整や職場への定着のため助言等を行う

就労支援等を実施している。 

このように北九州センターは，対象者が抱える幅広い問題に対応できる体制を整え

ており，民間の更生保護施設で受け入れられない者の受け皿となっている。我が国の

社会内処遇を行う施設の中でも，特に処遇困難な対象者を受け入れ，専門的かつ高度

な処遇を実践している施設である。 

  特に薬物事犯者に対しては，民間の自助グループや精神保健福祉センター等と連携

して，一定期間薬物依存からの回復に向けた処遇に専念させた後に，段階的に就労に

移行させる取組を行っている。民間の自助グループでは，長期間就労することなくプ

ログラムを受講することが義務付けられるために入所を拒否する者がいる中，北九州

センターは，薬物依存からの回復と就労による自立の両立を希望する刑務所出所者の

受け皿として成果を上げている。この取組をモデルとして，全国３箇所の更生保護施

設において類似の取組が試行されるに至っており，北九州センターは，全国の更生保

護官署・関係団体の先進的な処遇モデルの開発普及という役割も果たしている。 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため外出自粛を求められた期間は，平

常時には外部機関において実施されている依存症からの回復に向けたグループミー

ティングをセンター職員自らが行うなど，北九州センターの機能維持に努めた。 

３ 地域社会の理解・協力 

 刑務所出所者の社会復帰に当たっては地域住民との交流が有用であるとの観点か

ら，保護観察官の指導のもと，北九州センター入所者を地域の清掃活動や更生保護女

性会の協力を得た料理教室に参加させるなどして，社会性の涵養を図っている。 

４ 公務の信頼の確保・向上 

  以上のとおり，北九州センターは，職員の不断の努力により，地域社会や民間の自

助グループ，その他の関係機関と一体となって多様な問題を抱える北九州センター入

所者の社会復帰・再犯防止に努め，もって国民の財産・生命を守り，公務の信頼の確

保と向上に寄与している。 

 



●地域の清掃活動への参加
●協力雇用主のもとでの就労
●更生保護女性会による料理教室

●薬物依存治療プログラム

●薬物依存回復訓練
●合同支援会議

＜中間期＞
●就労
●専門的処遇プログラムの受講
●地域貢献のための清掃活動等への参加
○薬物依存回復訓練
○簡易尿検査

平成２１年６月開所 成人男子１４名定員

＜入所期＞
●求職活動
●住民登録，口座開設等社会生活のための準備
○断薬の動機付け

＜退所期＞
●就労の継続
●中間期の処遇の継続
●退所後の住居への転居準備

仮釈放

３月後
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●トライアル雇用
●セミナー
●身元保証

連携による就労支援

協力雇用主

ハローワーク

行き場のない刑務所出所者に居場所・仕事・濃密な指導を提供し，再犯防止を推進

連携による薬物処遇

精神保健福祉センター

ダルク

令和２年６月３０日現在

現在員１０名（これまで

３０９名入所，２９９名退所）

職域部門（福岡保護観察所北九州支部北九州自立更生促進センター）


